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柳泉園組合監査計画 

 

令和８年４月１日 

監 査 委 員 決 定 

 

第１ 目的 

   地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）、柳泉園組合監

査委員条例（平成１２年条例第３号）及び柳泉園組合監査基準に基づく監査、

審査及び検査を効率的かつ効果的に実施するため、令和８年度の監査計画を

下記のとおり定める。 

令和８年度 年間監査計画 

監査の種類 根拠法令 監査の対象 予定時期 

財務監査 地方自治法第１９９条

第１項及び第４項 

令和７年度及び令和８年度に実

施する財務に関する事務の執行

及び経営に係る事業 

５月、７月、

１１月、翌

年２月 

決算審査 地方自治法第２３３条

第２項 

令和７年度の決算及びその他関

係書類 

１０月 

例月出納検査 地方自治法第２３５条

の２第１項 

令和７年度及び令和８年度に実

施する現金の出納事務 

５月、７月、

１１月、翌

年２月 

基金運用審査 地方自治法第２４１条

第５項 

令和７年度に実施した各基金の

運用状況に係る書類 

決算審査に

併せて実施 

 

第２ 監査等の基本方針 

   監査委員は、法の規定により設置された独立の機関として、柳泉園組合の事

務事業の執行について監査等を実施し、その結果を公表することにより、民主

的かつ効率的な行政執行の確保に質し、もって住民の福祉の増進と地方自治

の本旨の実現に寄与するために監査等を行う。以上を踏まえ、令和８年度の監

査については、次の各号に掲げる方針に基づき実施する。 

（１）財務に関する事務の執行や経営に係る事業の管理が法令等に則って適正

に行われているかとういう合規性の観点はもとより、最少の経費で最大の

効果を挙げているかという経済性、効率性及び所期の目的を達成している

かという有効性の観点から行う。 

（２）監査の実効性を確保するため、指摘等に対する改善状況等を把握し、是正

又は改善を求める。 

（３）監査等に従事する職員の専門能力を高め、監査体制の充実に努める。 
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（４）監査結果の監査等に関する情報について、市民に的確に発信する。 

 

第３ 各監査等の内容 

   令和８年度に実施する監査等については、次の各号に掲げる内容のとおり

定める。 

（１）財務監査 

令和７年度及び令和８年度における柳泉園組合の財務に関する事務の執

行及び経営に係る事業の管理を対象として実施する。 

（２）決算審査 

令和７年度決算を対象として、審査を実施する。決算計数が適正なものに

なっているかを確認するとともに、予算執行、資金運用及び財産管理の状況

について審査する。 

（３）例月出納検査 

各会計の対象期間の出納を対象として、計数が適正なものになっているか

を確認する。 

（４）基金運用審査 

令和７年度の各種基金を対象として、計数が適正なものになっているかを

確認するとともに、基金の運用がその設置目的に沿って適正かつ効率的に行

われているかを主眼として審査する。 

 


